
第 651 回兵庫地方最低賃金審議会 

 

日時：令和４年５月 27日(金) 10:00～ 

場所：神戸地方合同庁舎１階 第４共用会議室 

         （神戸市中央区海岸通 29） 

 

次   第 

 

１ 開 会 

２ 議 題 

（１） 兵庫地方最低賃金審議会の会長代理選出について 

（２） 小委員会（令和４年３月８日開催）の報告について 

（３） 今年度の審議日程案・小委員会の設置等について 

（４） その他 

３ 閉 会 
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今後の予定案（令和 4 年度、兵庫県最低賃金の改正関係） 

 

７月 4 日（月）  第 652 回兵庫地方最低賃金審議会  

 

７月 15 日（金）  第 653 回兵庫地方最低賃金審議会  

  

7 月 19 日（火）～22 日（金）  

第 1 回兵庫県最低賃金専門部会（未定）  

 

7 月 29 日（金） 第 654 回兵庫地方最低賃金審議会 

 

7 月 29 日（金）～8 月 5 日（金） 

    第 2 回～第〇回 兵庫県最低賃金専門部会 （未定） 

 

８月 ５ 日（金）  第 655 回兵庫地方最低賃金審議会 

 

８月 23 日（火）  第 656 回兵庫地方最低賃金審議会 

 



15日 10営業日 30日

→ → →

9月12日（月） 9月27日（火） 10月12日（水） 11月11日（金）

9月13日（火） 9月28日（水） 10月13日（木） 11月12日（土）

9月14日（水） 9月29日（木） 10月14日（金） 11月13日（日）

9月15日（木） 9月30日（金） 10月17日（月） 11月16日（水）

9月16日（金） 10月3日（月） 10月18日（火） 11月17日（木）

9月17日（土） 10月3日（月） 10月18日（火） 11月17日（木）

9月18日（日） 10月3日（月） 10月18日（火） 11月17日（木）

9月19日（月） 10月4日（火） 10月19日（水） 11月18日（金）

9月20日（火） 10月5日（水） 10月20日（木） 11月19日（土）

9月21日（水） 10月6日（木） 10月21日（金） 11月20日（日）

9月22日（木） 10月7日（金） 10月24日（月） 11月23日（水）

9月23日（金） 10月11日（火） 10月25日（火） 11月24日（木）

9月24日（土） 10月11日（火） 10月25日（火） 11月24日（木）

9月25日（日） 10月11日（火） 10月25日（火） 11月24日（木）

9月26日（月） 10月11日（火） 10月25日（火） 11月24日（木）

9月27日（火） 10月12日（水） 10月26日（水） 11月25日（金）

9月28日（水） 10月13日（木） 10月27日（木） 11月26日（土）

9月29日（木） 10月14日（金） 10月28日（金） 11月27日（日）

9月30日（金） 10月17日（月） 10月31日（月） 11月30日（水）

10月1日（土） 10月17日（月） 10月31日（月） 11月30日（水）

10月2日（日） 10月17日（月） 10月31日（月） 11月30日（水）

10月3日（月） 10月18日（火） 11月1日（火） 12月1日（木）

10月4日（火） 10月19日（水） 11月2日（水） 12月2日（金）

10月5日（水） 10月20日（木） 11月4日（金） 12月4日（日）

10月6日（木） 10月21日（金） 11月7日（月） 12月7日（水）

10月7日（金） 10月24日（月） 11月8日（火） 12月8日（木）

10月8日（土） 10月24日（月） 11月8日（火） 12月8日（木）

10月9日（日） 10月24日（月） 11月8日（火） 12月8日（木）

10月10日（月） 10月25日（火） 11月9日（水） 12月9日（金）

10月11日（火） 10月26日（水） 11月10日（木） 12月10日（土）

10月12日（水） 10月27日（木） 11月11日（金） 12月11日（日）

10月13日（木） 10月28日（金） 11月14日（月） 12月14日（水）

10月14日（金） 10月31日（月） 11月15日（火） 12月15日（木）

令和４年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和４年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(木)発効とするためには、10月３日(月)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効



 

第２回 兵庫県最低賃金審議会小委員会議事経過 

 

開催日時 令和４年３月８日 15時 00分～15時 30分 

出席状況 

公益を代表する委員 出席３人 定数３人 

労働者を代表する委員 出席３人 定数３人 

使用者を代表する委員 出席３人 定数３人 

主要議題 

（１） 特定（産業別）最低賃金改正申出の意向確認について 

（２） 特定（産業別）最低賃金設定業種の適用使用者数及び適用労働者

数について 

（３） 最低賃金の周知広報の状況について 

（４） 次年度の実地視察・意見聴取実施案について 

（５）その他 

議 事 内 容 

 

１ 3月 2日に、労側から令和 4年度の特定最低賃金について、繊維工業と各種商品小

売業を除く７件の特定最低賃金についての金額改定について申出を行う予定である

との意向表明があったことを確認した。 

 

２ 特定（産業別）最低賃金設定業種の適用使用者数及び適用労働者数について、事務

局から説明を行った。 

 

３ 令和３年度の最低賃金の周知広報の状況について、事務局から説明を行った。 

 

４ 令和４年度の実地視察について、地域別最賃対象事業場から２業種、そして特定最

賃適用業種の自動車小売業の計３業種を対象とする計画案を事務局から説明した。 

  意見聴取についても、鉄鋼業、はん用機械器具等製造業、電子部品等製造業を対象

とする計画案を説明した。 

 

５ その他、令和 4年度の特定最低賃金の審議の進め方については、本審において、継

続して協議することを確認した。 

 

 

 

 

 





　

適用使用者数
（人）

適用労働者数
（人）

年齢、業務等に
よる適用除外労

働者数
（人）

5,268 147,751 21,440

繊維工業 177 1,955 260

塗料製造業 51 1,717 141

鉄鋼業 382 16,824 1,605

はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業

1,759 46,771 6,441

計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業 57 1,515 276

電子部品・デバイス・電子回路製造業、
電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業

819 38,407 8,676

輸送用機械器具製造業 342 12,974 2,463

各種商品小売業 131 15,232 849

自動車小売業 1,550 12,356 729

記入上の注意

「年齢、従事業務等による適用除外労働者数欄」は、外数である。

新産業別最低賃金適用者
　　　　計

備　　　考

令和３年度 特定最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数調べ



  

 １ 

令和４年度 実地視察及び意見聴取について（案）  

 

１ 実地視察 

（１）実地視察対象事業場の選定基準 

ア 地域別最低賃金の適用を受ける業種 

イ 基礎調査において最低賃金の引上げによる影響率が高い業種 

ウ 有期雇用労働者（パート、アルバイト）の割合が高い事業場 

エ 中小企業の事業場（概ね１００人未満） 

（２）令和４年度実地視察事業場（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）過去２年間の実施状況 

令和２年度 

業  種 地  域 規  模 参加委員数 

宿泊業 明石市 約 60名 ３名 

娯楽業 洲本市 約 50名 ３名 

電気機械器具等製造業 宝塚市 約 30名 ３名 

令和３年度 

業  種 地  域 規  模 参加委員数 

小売業 尼崎市 約 98名 ３名 

食料品製造業 明石市 約 60名 ３名 

自動車小売業 － － － 

 （４）実施時期 

    令和４年６月～同年７月 

最低賃

金の別 
業  種 事   業   種   類 地 域 

地 

域 

別 

飲食業 
喫茶、レストラン、料亭、中華料理店 

焼肉店 すし店 麺類店 等 
県下全地区 

宿泊業 旅館、ホテル、簡易宿所 下宿 等 県下全地区 

小売業 
食料品、衣料品、家具・建具、文房具、

書籍、燃料、新聞販売 等 
県下全地区 

特
定 

自動車小売 中古車販売業、カー用品販売業 県下全地区 



２ 

 

２ 意見聴取 

（１）令和４年度意見聴取事業場（案） 

業     種 

鉄鋼業 

はん用機械器具等製造業 

電気機械器具等製造業 

自動車小売業 

（実地視察を行うため中止） 

 

（２）過去２年間の実施状況 

令和２年度 

業   種 地 域 規 模 

鉄 鋼 業 姫路市 89名 

はん用機械器具等製造業 播磨町 139名 

自動車小売業 神戸市 331名 

令和３年度                      

業   種 地 域 規 模 

塗料製造業 三田市 130名 

輸送用機械器具製造業 尼崎市 63名 

計量器等製造業 神戸市 31名 

 

（３）実施時期 

    令和４年７月中旬頃 



説明資料
＜地域別最低賃金編＞

兵庫労働局労働基準部賃金室

令和４年５月



最低賃金制度について

○ 最低賃金は、①労働者の生計費、②労働者の賃金の状況、③企業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされて
おり、①を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

※ 地域別最低賃金額の推移（全国加重平均）

２．地域別最低賃金

○ 各都道府県ごとに、産業や職種を問わず決定。
○ 毎年、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地域の実情も踏まえ地方最低賃金審議会の
調査審議を経て改定。

１．制度趣旨

○ 最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならない
こととするもの。パートタイム労働者を含むすべての労働者とその使用者に適用される。

※ 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試用期間中の者、認定職業訓練を受ける者等は労働局長の許可に基づき減額して適用することが可能。

３．地域別最低賃金の決定基準

改定年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03

改定額（円） 663 664 665 668 673 687 703 713 730 737 749 764 780 798 823 848 874 901 902 930

目安額（円） 示さず
※1 0 示さず

※1 3 3 14
15
(12)※2

7∼9
(示さず)
※1,2

15
(10) ※2

6
(2) ※2

7
(4) ※2

14
(14) ※2

16
(16) ※2

18 24 25 26 27 示さず
※３ 28

対前年度引上げ額
（円）

0 1 1 3 5 14 16 10 17 7 12 15 16 18 25 25 26 27 1 28

対前年度引上げ率 0.0% 0.2% 0.2% 0.5% 0.7% 2.1% 2.3% 1.4% 2.4% 1.0% 1.6% 2.0% 2.1% 2.3% 3.1% 3.0% 3.1% 3.1% 0.1% 3.1%

（※１） 「現行水準の維持を基本として引上げ額の目安を示さない」とした。
（※２） H20年度からH26年度の括弧内は、生活保護との乖離解消のための引上げ額を除いた金額。（H19年最低賃金法改正により、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配慮することとされた。）
（※３） 「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とした。

４．罰則

○ 最低賃金法 第四十条
第四条第一項※の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。）は、五十万円以下の罰金
に処する。※使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 1



改定額
決定・
公示

効力
発生

大臣から
諮問

目安
答申

１０月１日
以降順次

調査
審議

８月頃

（※）各地域の労使は答申があった日から15日間
異議申出が可。異議申出があった場合に開催。

地方労働局長
から諮問

調査
審議

改定額
答申

（３０日間）

＜中央最低賃金審議会で議論の参考としている各種指標＞

名目ＧＤＰ、完全失業者数・完全失業率、有効求人倍率、
消費者物価指数、賃金・労働時間指数の推移、春闘結果、夏
期賞与・一時金妥結状況、未満率・影響率の推移、日銀短観に
よる業況判断、中小企業景況調査による業況判断、 法人企業
統計の労働生産性、最低賃金に関する実態調査結果、県民所
得、標準生計費など

中央最低賃金審議会

地方最低賃金審議会

異議申出に係る
調査審議（※）

※中央最低賃金審議会は、全都道府県をＡ・Ｂ・Ｃ・
Ｄの４つのランクに分けて、改定額の「目安」を提
示。地方最低賃金審議会では、この目安を参考に、
地域の実情を踏まえて、改定額の詰めの審議が行
われる。

地域別最低賃金額の改正決定の手順

令和３年
６月22日（火）

・６月22日（火） 第１回目安小委
・７月１日（木） 第２回目安小委
・７月７日（水） 第３回目安小委
・７月13日（火） 第４回目安小委
・７月14日（水） 第５回目安小委

７月16日（金）

2



目安制度

１ 令和３年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。
２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解及び中央最低賃金審議会
目安に関する小委員会報告を地方最低賃金審議会に提示するものとする。

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙１の２
に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。

令和３年７月22日 令和３年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）（抄）

昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、47都道府県を
４つのランクに分け、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示
することとした。
目安は、地方最低賃金審議会の審議の「参考」として示すものであって、これを拘束するものでは

ないこととされている。

目安制度とは何か

令和３年７月14日 令和３年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解（抄）

１ 令和３年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額とする。
令和３年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安

3

ランク 都道府県 金額

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 28円

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 28円

Ｃ 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 28円

Ｄ 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 28円



地方最低賃金審議会での流れ（参考例）

第１回 地方最低賃金審議会（７月上旬～）

・労働局長による改正諮問
・審議会令第６条第５項の議決（※）の有無

（※専門部会での議決が全会一致で行われた場合に、
同議決をもって、本審の決議とみなすという議決。）

第２回 地方最低賃金審議会（７月下旬頃）

・中央最低賃金審議会での目安伝達
・労使の主張

第１回 専門部会（７月下旬頃）

・部会長・同代理の選出
・事務方からの関連資料の説明
・関係労使からの意見聴取の実施の有無（※）

（※法令上、関係労使の意見を聴取する必要があるが、
実際に専門部会等の場において、直接聴取を行うかどう
かを諮ること）

第２回～第４回 専門部会（７月下旬～８月上旬）

・金額審議
・部会報告の決定

第３回 地方最低賃金審議会 （８月上旬）

・部会報告についての審議
・答申文の決定

答申文の公示（15日間）

答申文に意見のある者は、異議申し立てを
行うことができる。

第４回 地方最低賃金審議会（８月下旬）

・異議内容についての審議
・答申文の決定

労働局長への答申

労働局長による改正決定

発効（効力発生）

官報公示（30日間以上）
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ランク 都道府県 令和３年度 （令和２年度）※

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ２８円 ー

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 ２８円 ー

Ｃ
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山
口、徳島、香川、福岡

２８円 ー

Ｄ
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

２８円 ー

＜ランク別の目安額＞

＜参考＞最低賃金の最高額と最低額の比率の推移

改定年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

最高額と最低額
の比率

76.4% 76.2% 76.4% 76.6% 76.9% 77.3% 78.0% 78.2％ 78.8％

最高額－最低額 205円 211円 214円 218円 221円 224円 223円 221円 221円

※令和２年度は「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされた。

令和３年度 地域別最低賃金額改定の目安について

○ 令和３年７月１６日、中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に対し、今年度の地域別最低賃金額改定の目安に
ついて答申が行われ、「引上げ額の目安については、Ａ～Ｄランク全てにおいて２８円」とし、「地方最低賃金審議会
においては、地域別最低賃金の審議に際し、地域の経済・雇用の実態を見極めつつ、目安を十分に参酌すること
を強く希望する」とされた。
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令和３年度 地域別最低賃金額一覧

6

ラ

ン

ク

都道府県名 発効年月日

ラ

ン

ク

都道府県名 発効年月日

東 京 1041 （ 1013 ） ■
使側退席３

使側棄権３ 令和 3 年 10月 1日 和 歌 山 859 （ 831 ） ● 令和 3年 10月 1日

神 奈 川 1040 （ 1012 ） ● 令和 3 年 10月 1日 福 井 858 （ 830 ） ● 令和 3年 10月 1日

大 阪 992 （ 964 ） ● 令和 3 年 10月 1日 山 口 857 （ 829 ） ● 令和 3年 10月 1日

埼 玉 956 （ 928 ） ○ 令和 3 年 10月 1日 宮 城 853 （ 825 ） ● 令和 3年 10月 1日

愛 知 955 （ 927 ） ● 令和 3 年 10月 1日 香 川 848 （ 820 ） ● 令和 3年 10月 1日

千 葉 953 （ 925 ） ◐ 使側棄権１ 令和 3 年 10月 1日 徳 島 824 （ 796 ） ● 令和 3年 10月 1日

京 都 937 （ 909 ） ● 令和 3 年 10月 1日 福 島 828 （ 800 ） ◐ 使側棄権１令和 3年 10月 1日

兵 庫 928 （ 900 ） ● 令和 3 年 10月 1日 青 森 822 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 6日

静 岡 913 （ 885 ） ● 令和 3 年 10月 2日 岩 手 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日

三 重 902 （ 874 ） ● 令和 3 年 10月 1日 山 形 822 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日

広 島 899 （ 871 ） ● 令和 3 年 10月 1日 愛 媛 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 1日

滋 賀 896 （ 868 ） ● 令和 3 年 10月 1日 熊 本 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 1日

栃 木 882 （ 854 ） ● 令和 3 年 10月 1日 長 崎 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日

茨 城 879 （ 851 ） ○ 令和 3 年 10月 1日 鹿 児 島 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日

長 野 877 （ 849 ） ● 令和 3 年 10月 1日 宮 崎 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 6日

富 山 877 （ 849 ） ● 令和 3 年 10月 1日 秋 田 822 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 1日

山 梨 866 （ 838 ） ● 令和 3 年 10月 1日 島 根 824 （ 792 ） ◐ 令和 3年 10月 2日

北 海 道 889 （ 861 ） ● 令和 3 年 10月 1日 鳥 取 821 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 6日

岐 阜 880 （ 852 ） ● 令和 3 年 10月 1日 高 知 820 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 2日

福 岡 870 （ 842 ） ● 令和 3 年 10月 1日 佐 賀 821 （ 792 ） ▲ 令和 3年 10月 6日

奈 良 866 （ 838 ） ● 令和 3 年 10月 1日 大 分 822 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 6日

群 馬 865 （ 837 ） ● 令和 3 年 10月 2日 沖 縄 820 （ 792 ） ▲ 令和 3年 10月 8日

岡 山 862 （ 834 ） ● 令和 3 年 10月 2日

石 川 861 （ 833 ） ○ 令和 3 年 10月 7日 全国加重平均額 930 （ 902 ）

新 潟 859 （ 831 ） ● 令和 3 年 10月 1日

※　括弧書きは、令和２年度地域別最低賃金額

本審

採決状況

本審

採決状況

最低賃金時間額

【円】（※）

最低賃金時間額

【円】（※)

Ａ C

Ｂ

D

Ｃ



令和３年度 地域別最低賃金額一覧

都道府県名 発効年月日 都道府県名 発効年月日

北 海 道 889 （ 861 ） ● 令和 3年 10月 1日 滋 賀 896 （ 868 ） ● 令和 3年 10月 1日

青 森 822 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 6日 京 都 937 （ 909 ） ● 令和 3年 10月 1日

岩 手 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日 大 阪 992 （ 964 ） ● 令和 3年 10月 1日

宮 城 853 （ 825 ） ● 令和 3年 10月 1日 兵 庫 928 （ 900 ） ● 令和 3年 10月 1日

秋 田 822 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 1日 奈 良 866 （ 838 ） ● 令和 3年 10月 1日

山 形 822 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日 和 歌 山 859 （ 831 ） ● 令和 3年 10月 1日

福 島 828 （ 800 ） ◐ 使側棄権１ 令和 3年 10月 1日 鳥 取 821 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 6日

茨 城 879 （ 851 ） ○ 令和 3年 10月 1日 島 根 824 （ 792 ） ◐ 令和 3年 10月 2日

栃 木 882 （ 854 ） ● 令和 3年 10月 1日 岡 山 862 （ 834 ） ● 令和 3年 10月 2日

群 馬 865 （ 837 ） ● 令和 3年 10月 2日 広 島 899 （ 871 ） ● 令和 3年 10月 1日

埼 玉 956 （ 928 ） ○ 令和 3年 10月 1日 山 口 857 （ 829 ） ● 令和 3年 10月 1日

千 葉 953 （ 925 ） ◐ 使側棄権１ 令和 3年 10月 1日 徳 島 824 （ 796 ） ● 令和 3年 10月 1日

東 京 1041 （ 1013 ） ■
使側退席３

使側棄権３
令和 3年 10月 1日 香 川 848 （ 820 ） ● 令和 3年 10月 1日

神 奈 川 1040 （ 1012 ） ● 令和 3年 10月 1日 愛 媛 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 1日

新 潟 859 （ 831 ） ● 令和 3年 10月 1日 高 知 820 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 2日

富 山 877 （ 849 ） ● 令和 3年 10月 1日 福 岡 870 （ 842 ） ● 令和 3年 10月 1日

石 川 861 （ 833 ） ○ 令和 3年 10月 7日 佐 賀 821 （ 792 ） ▲ 令和 3年 10月 6日

福 井 858 （ 830 ） ● 令和 3年 10月 1日 長 崎 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日

山 梨 866 （ 838 ） ● 令和 3年 10月 1日 熊 本 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 1日

長 野 877 （ 849 ） ● 令和 3年 10月 1日 大 分 822 （ 792 ） ● 令和 3年 10月 6日

岐 阜 880 （ 852 ） ● 令和 3年 10月 1日 宮 崎 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 6日

静 岡 913 （ 885 ） ● 令和 3年 10月 2日 鹿 児 島 821 （ 793 ） ● 令和 3年 10月 2日

愛 知 955 （ 927 ） ● 令和 3年 10月 1日 沖 縄 820 （ 792 ） ▲ 令和 3年 10月 8日

三 重 902 （ 874 ） ● 令和 3年 10月 1日

※　括弧書きは、令和２年度地域別最低賃金額

本審

結審状況

最低賃金時間額

【円】（※）

本審

結審状況

最低賃金時間額

【円】（※)

全国

加重平均額
930 （ 902 ）
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都道府県別の影響率（令和元年）

• 大阪が最も高く、同じAランクの埼玉、神奈川は高いが、東京は全国平均を下回っている。
• Dランクでは鹿児島、青森、秋田の順で高いが、鳥取、島根、佐賀などは全国平均を下回っている。
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出典「令和元年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）賃金構造基本統計調査は、事業所規模5人以上の民営事業所（5～9人の事業所については企業規模5～9人に限る）を調査対象としている。 8



都道府県別の影響率（令和２年）

• 青森が最も高く、同じDランクでは佐賀、鹿児島は高いが、島根、沖縄、長崎などは全国平均を下回っている。
• Aランクでは神奈川、大阪などは高いが、東京、愛知などは全国平均を下回っている。
• 引上げなしの７都道府県においては、影響率と未満率は同一の値となる。
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出典「令和２年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）賃金構造基本統計調査は、事業所規模5人以上の民営事業所（5～9人の事業所については企業規模5～9人に限る）を調査対象としている。
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都道府県別の未満率（令和元年）

• 埼玉、大阪、三重の順で高く、Ｄランクの青森も２％を超えている。
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出典「令和元年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）賃金構造基本統計調査は、事業所規模5人以上の民営事業所（5～9人の事業所については企業規模5～9人に限る）を調査対象としている。 10



都道府県別の未満率（令和２年）

• 大阪、青森が高く、次いで北海道、兵庫などが高い。
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出典「令和２年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）賃金構造基本統計調査は、事業所規模5人以上の民営事業所（5～9人の事業所については企業規模5～9人に限る）を調査対象としている。 11
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（参考）最低賃金引上げの影響を受ける者（推計値）［右軸］ 影響率［左軸］

業種別の影響率（令和元年）

• 業種別に影響率を見ると、全国的には、「宿泊業，飲食サービス業」、「卸売業，小売業」、「サービス業（他に分類
されないもの）」が高い。

• 最低賃金引上げの影響を受ける者の数（推計）を見ると、「卸売業，小売業」、「宿泊業，飲食サービス業」、
「サービス業（他に分類されないもの）」が多い。（％）

出典「令和元年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）１．影響率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したものである。

２．最低賃金引上げの影響を受ける者は、影響率×雇用者数で機械的に計算。（雇用者数は、総務省「平成28年経済センサス－活動調査」による。）

（人）
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（参考）最低賃金引上げの影響を受ける者（推計値）［右軸］ 影響率［左軸］

業種別の影響率（令和２年）

• 業種別に影響率を見ると、全国的には、「宿泊業，飲食サービス業」、「卸売業，小売業」、「サービス業（他に分類
されないもの）」が高い。

• 最低賃金引上げの影響を受ける者の数（推計）を見ると、「卸売業，小売業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「製
造業」が多い。（％）

出典「令和２年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）１．影響率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したものである。

２．最低賃金引上げの影響を受ける者は、影響率×雇用者数で機械的に計算。（雇用者数は、総務省「平成28年経済センサス－活動調査」による。）

（人）
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（参考）引上げ前に最低賃金額を下回っている者（推計値）［右軸］ 影響率［左軸］

業種別の未満率（令和元年）

• 業種別に未満率を見ると、「宿泊業，飲食サービス業」、「卸売業，小売業」、「生活関連サービス業，娯楽業」が
高い。

• 最低賃金引上げ前に最低賃金額を下回っている者の数（推計）を見ると、「卸売業，小売業」、「宿泊業，飲食
サービス業」、「製造業」が多い。

（％） （人）

14
出典「令和元年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）１．未満率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したものである。

２．最低賃金引上げの影響を受ける者は、影響率×雇用者数で機械的に計算。（雇用者数は、総務省「平成28年経済センサス－活動調査」による。）
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（参考）最低賃金引上げ前に最低賃金額を下回っている者（推計値）［右軸］ 影響率［左軸］

業種別の未満率（令和２年）

• 業種別に未満率を見ると、「宿泊業，飲食サービス業」、「卸売業，小売業」、「運輸業，郵便業」が高い。
• 最低賃金引上げ前に最低賃金額を下回っている者の数（推計）を見ると、「卸売業，小売業」、「宿泊業，飲食

サービス業」、「製造業」が多い。
（％） （人）

15
出典「令和２年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）１．未満率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したものである。

２．最低賃金引上げの影響を受ける者は、影響率×雇用者数で機械的に計算。（雇用者数は、総務省「平成28年経済センサス－活動調査」による。）
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第４表 ①
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第４表 ②
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総括表（北海道局の例）



説明資料
＜特定最低賃金編＞

兵庫労働局労働基準部賃金室

令和４年５月



特定最低賃金（最低賃金法第15条から第19条）

 企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するもの

 産業又は職業ごとに適用
適用対象使用者や、適用対象労働者が細かく規定されている

 その決定は、労使のイニシアティブにより決まる
※ 全国で、227件設定されている
※ 法令上、全ての都道府県に特定最低賃金を定めなくてはならないような義務は
なく、あくまで、各地域（都道府県）の労使の意向により定められる

 特定最低賃金は、地域別最低賃金より高い額で決定するものではなければならな
い（法第16条）

＜特定最低賃金の規定例＞
名称 ： 宮城県自動車小売業最低賃金（抄）

適用する使用者 ： 宮城県の区域内で自動車小売業（二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く、以下同
じ。）、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社（中略）を営む
使用者

適用する労働者 ： 上記の使用者に使用される労働者。ただし、①18歳未満又は65歳以上の者、②雇入れ後3カ月
未満の者であって、技能取得中のもの、③清掃等軽易な業務に主として従事する者を除く

労働者に係る最低賃金額： １時間918円

除外する賃金 ： 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

1

◆ 特定最低賃金とは



◆ 特定最低賃金と地域別最低賃金の比較

特定最低賃金 地域別最低賃金

役割・機能 ○ 企業内の賃金水準を設定する際の
労使の取組を補完するもの

○ すべての労働者の賃金の最低限を保
障するセーフティネット

適用対象 ○ 産業又は職業ごとに適用
※日本標準産業分類の小／細分類ごと

○ その産業の「基幹的労働者」に適用
※ 基幹的労働者：当該産業に特有／主要な業

務に従事する労働者（基幹的労働者でない労
働者の職種、業務を記載するなどにより、それ
ぞれの特定最低賃金ごとに規定されている。）

○ 産業・職業を問わずすべての労働者に
適用

○ 都道府県ごとに適用

決定方式 ○ 関係労使の申出により新設、改正又
は廃止

○ 新設、改廃は労使のイニシアティブに
よる

○行政機関に決定を義務付け

（全国各地域について必ず決定されなけ
ればならない）

効力 ○ 刑事的な効力は、最低賃金法にはな
し。

※労働基準法第24条違反（30万円以下の罰金）

○ 民事的な効力（最低賃金に満たない賃金を
定めた労働契約は無効）

○ 刑事的な効力（50万円以下の罰金）

※労働基準法第24条違反との関係は法条競合

○ 民事的な効力（同左）

2



・地域別最低賃金と特定別最低賃金の関係
（最低賃金法第６条第1項及び第16条）

 労働者が複数の最低賃金の適用を受ける場合、より高い最低賃金が適用される

 特定最低賃金は、地域別最低賃金より高い額で決定する必要がある
※ 近年、地域別最低賃金改定額の幅が、特定最低賃金額の改定額の幅よりも大きくなり、

地域別最低賃金が特定最低賃金を上回っているものがある
→ これらの特定最低賃金は、現状のまま据え置くか、地域別最低賃金を上回る額で

改正するか、廃止するかを選択することとなる。
（「改正」しなければ、特定最低賃金として存続するが、効力は維持されない。）

→ この特定最低賃金額が地域別最低賃金を下回ることを「埋没」という。
（すなわち、地域別最低賃金額が適用される。）

・派遣労働者に対する最低賃金の適用（最低賃金法第13条及び第18条）

 派遣労働者には、派遣先の事業場が所在する都道府県の最低賃金が適用される

A県
最低賃金
（800円/時）

A県各種商品
小売業最低賃金
（850円/時）

A県百貨店，総合
スーパー最低賃金
（900円/時）

Ⓧ
ⓏⓎ

＜具体例＞
○労働者X → 時間額800円
（Ａ県勤務労働者）

○労働者Y → 時間額850円
（A県在勤かつ各種商品小売業に従事する労働
者）

○労働者Z → 時間額900円
（ A県在勤かつ各種商品小売業かつ百貨店,総合
スーパーに従事する労働者）

3

◆ 特定最低賃金と地域別最低賃金の関係



4

◆ 特定最低賃金に関する、主な答申等

＜平成14年12月６日中央最低賃金審議会産業別最低賃金制度全員協議会報告＞
○金額審議における全会一致の議決に向けた努力

関係労使のイニシアティブ発揮により設定されるという産業別最低賃金の性格から、産業別最低
賃金の決定又は改正の金額に関する調査審議については、全会一致の議決に至るよう努力する
ことが望ましい。

＜平成10年12月10日中央最低賃金審議会産業別最低賃金に関する全員協議会報告＞

○ 審議会においては、個々の産業別最低賃金について、次により一層の審議が行われるように
努めることとする。

・ 審議会での審議に資するため、「産業別最低賃金（公正競争ケース）の審議に当たっての視
点」（別紙１※次頁）及び「産業別最低賃金（公正競争ケース）の審議に当たっての審議参考資
料」を提示するので、これを参考として個々の産業別最低賃金について十分な審議を行うこと。
この場合、新分野における産業別最低賃金の設定に関する審議についても同様とすること。
・ 産業構造の変化等に的確に対応するため、必要に応じ、適用除外業務及び業種のくくり方

について見直しを行うこと。

＜昭和57年１月14日中央最低賃金審議会答申＞

関係労使の申出に基づく（特定）最低賃金の決定、改正又は廃止の必要性について労働大臣又
は都道府県労働基準局長から意見を求められた場合は、新しい産業別最低賃金（現行の特定裁
定賃金）の設定の趣旨にかんがみ、最低賃金審議会は全会一致の議決に至るよう努力するもの
とする。



5

産業別最低賃金（公正競争ケース）の審議に当たっての視点（別紙１）
① 産業別最低賃金適用産業内において事業競争関係にあるか
・産業別最低賃金適用産業の産品、生産態様、サービス等が類似しているか
・産業別最低賃金適用産業の企業間競争はどうか
・産業別最低賃金適用産業の労働市場における需給関係はどうか

② 産業別最低賃金適用労働者数及び増減状況等はどうか

③ 産業別最低賃金適用産業の企業数、規模別構成、増減状況等はどうか

④ 産業別最低賃金適用労働者の企業間、地域間又は組織労働者未組織労働者の間
等にどの程度の賃金格差があるか

⑤ 産業別最低賃金が廃止された場合に適用労働者間の賃金格差が拡大する可能性
があるか

◆ 平成10年12月10日中央最低賃金審議会産業別最低賃金に関する全員協議会報告



◆ 特定最低賃金の決定・改正までのプロセス

関係労使
からの申出

諮 問
（必要性）

〔必要性〕
調査審議

〔必要性〕
答申

地方最低賃金審議会

必要性
あり

諮 問
（金額）

〔金額〕
調査審議

〔労働局長〕

〔改定額〕
決議

改定額
決定

効力発生

〔労働局長〕

6

①労働協約ケース
②公正競争ケース（詳細は８頁参照）

〔改定額〕
答申

関係労使による
異議申立

※最低賃金審議会令第
6条第5項の適用があれ

ば、専門部会の決議が
審議会の決議となる。

官報公示

（30日以上）

（●月●旬）

２～３回審議を行う審議会
が多い。

（●月●旬）

（●月●旬）

（12月１日以降）

各局毎に要修正

異議審

異議申立が出
ない場合が多い

※全会一致に限る

地方最低賃金審議会
（専門部会）

必要性審議のための小委員会等を設置する場合も
ある。
なお、１回の審議で決定することもある。

（15日間）



◆ 特定最低賃金の決定・改正・廃止の申出

○関係労使の申出により、地方最低賃金審議会において、決定、改正及び廃止の調査審議を行う。

○申出の要件は中央最低賃金審議会において労使で合意されたもの（※）

（注）
「公正競争ケース」は、設定方式として一定の定量的要件を付した「労働協約」ケースとは異なり、申出の内容

は個別の事案により種々異なることが想定され、また賃金格差の程度についてもその生ずる要因は多様であり、
申出の要件として定量的要件を一律に付すことは適当ではない。

（中略）
なお、当該最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の概ね１／３以上のものの合意による申出があっ

たものについては受理・審議会への諮問が円滑に行われることが望ましい。
「中央最低賃金審議会「公正競争ケース」検討小委員会報告」（平成4年5月15日中央最低賃金審議会了承）

労働協約ケース： 関係労使の間で、同種の「基幹的労働者」の相当数（原則として1000人以上）に適用される
賃金の最低額に関する合意（労働協約）がある場合

新しく決定する場合の申出の要件 改正・廃止する場合の申出の要件

① 基幹的労働者の２分の１以上が労働協約の適用を受ける
こと

② 労働協約の当事者の労働組合又は使用者の全部の合意
により行われる申出であること

① 基幹的労働者の３分の１以上が労働協約の適用を受ける
こと

② 労働協約の当事者の労働組合又は使用者の全部の合意
により行われる申出であること

※ 「現行産業別最低賃金の廃止及び新産業別最低賃金への転換等について」（昭和61年２月14日中央最低賃金審議会答申）

公正競争ケース： 事業の公正競争を確保する観点から、
同種の基幹的労働者について、最低賃金を設定することが必要である場合

新しく決定する場合の申出の要件 改正・廃止する場合の申出の要件

○ 企業間、地域間又は組織労働者と未組織労働者の間等
に産業別最低賃金の設定を必要とする程度の賃金格差が
存在する場合（注）

○ 適用される労働者又は使用者の概ね３分の１以上の合意
による申出等

7



◆ 特定最低賃金の設定件数・適用使用者数・適用労働者数等（令和４年３月末）

設定件数（件） 適用使用者数（千人） 適用労働者数（千人）

227（※１） ９４ ２，９７４

新設 改正 廃止

平成26年度 ０ 201 ７

平成27年度 ０ 199 ０

平成28年度 ０ 193 ２

平成29年度 １ 187 １

平成30年度 ０ 183 ４

令和元年度 ０ 174 １

令和２年度 ０ 144 １

令和３年度 ０ 160 ０（※２）

（※１） 設定件数には、地域別最低賃金を下回る特定最低賃金も含まれる。
（※２） 令和４年４月に京都府印刷業最低賃金が廃止となる見込み。 8



業 種 件数(件)※１ 適用使用者数(百人)※２ 適用労働者数(百人)※３

食料品・飲料製造業関係 7 4 182 

繊維工業関係 5 7 142 

木材・木製品製造業関係 1 1 6 

パルプ・紙・紙加工品製造業関係 2 1 85 

印刷・同関連産業関係 2 11 111 

塗料製造業関係 4 2 63 

ゴム製品製造業関係 1 1 49 

窯業・土石製品製造業関係 4 3 103 

鉄鋼業関係 20 32 1,412 

非鉄金属製造業関係 9 9 409 

金属製品製造業関係 4 9 117 

一般機械器具製造業関係 25 235 5,146 

精密機械器具製造業関係 7 7 219 

電気機械器具製造業等関係 45 222 8,907 

輸送用機械器具製造業関係 33 144 8,686 

新聞・出版業関係 1 1 6 

各種商品小売業関係 30 16 1,970 

自動車小売業関係 23 218 2,048 

自動車整備業関係 1 10 32 

道路貨物自動車運送業関係 1 3 20 

木材・木製品・家具・装備品製造業関係 1 4 26 

全国非金属鉱業（厚生労働大臣決定）関係 1 1 4 

総 合 計 227 941 29,743 

（令和４年３月末時点）

特定最低賃金の件数、適用使用者数及び適用労働者数

※１ 設定件数には、地域別最低賃金を下回る特定最低賃金も含まれる。

9
※２ 適用使用者数・適用労働者数は四捨五入した人数、ただし百人未満の場合は１（百人）としている。



◆ 特定最低賃金の全国加重平均額（令和４年３月末現在）
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◆ 総括表（栃木局の例）

時間当り所定内賃金額

合計
規模別 地域別 年齢別

（３手当を除く） １～９人 １０～２９人 ３０～９９人 全県 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

計
2,904 227 646 2,030 2,904 26 2,345 322 211 

円 222 24 48 150 222 172 36 14 

- 898 (7.7) (10.6) (7.4) (7.4) (7.7) (7.3) (11.3) (6.5)

227 24 53 150 227 177 36 14 

899 - 899 (7.8) (10.6) (8.1) (7.4) (7.8) (7.5) (11.3) (6.5)

241 31 59 150 241 188 36 16 

900 - 900 (8.3) (13.6) (9.2) (7.4) (8.3) (8.0) (11.3) (7.6)

254 31 59 164 254 202 36 16 

901 - 901 (8.8) (13.6) (9.2) (8.1) (8.8) (8.6) (11.3) (7.6)

254 31 59 164 254 202 36 16 

902 - 902 (8.8) (13.6) (9.2) (8.1) (8.8) (8.6) (11.3) (7.6)

261 31 59 171 261 209 36 16 

903 - 903 (9.0) (13.6) (9.2) (8.4) (9.0) (8.9) (11.3) (7.6)

261 31 59 171 261 209 36 16 

904 - 904 (9.0) (13.6) (9.2) (8.4) (9.0) (8.9) (11.3) (7.6)

264 31 62 171 264 209 39 16 

905 - 905 (9.1) (13.6) (9.5) (8.4) (9.1) (8.9) (12.1) (7.6)

264 31 62 171 264 209 39 16 

906 - 906 (9.1) (13.6) (9.5) (8.4) (9.1) (8.9) (12.1) (7.6)


